
ＵＳＳ事故࣭現状車コ࣮࣮ࢼ規程

第 1条㸦参加規程㸧 

原則࡚ࡋＵＳＳࢩࢡ࣮࢜ࢺ࣮࢜ョン規程ࡋࡔࡓࠋࡿࡼ出品条件等ࡘいู࡚ࡣ規則

 ࠋࡿすࡢࡶࡿࡵ定࡚ࡗࡶࢆ

第 2条㸦出品条件㸧 

1. 出品ࡀ認ࡿࢀࡽࡵ車両ࡣ，ୗ記ࡢ条件ࢆ満ࡓすࡢࡶすࠋࡿ

ձ 譲渡書類ࢆ添付࡛ࡓࡲࠋࡢࡶࡿࡁ，⥅⥆書類ࡘい࡚ࡣ自社名義ࡢࡶࡢすࠋࡿ

ղ 現状࡛燃料࣭࣮ࣛࢡ࣭ࣝ࢜ンࢺ等ࡢ漏࡞ࡢࢀいࠋࡢࡶ

ճ 損害保険金請求中࡛࡞いࠋࡢࡶ

2. ୖ記ࡢ条件ࢆ満ࡓす車両࡛あࡶ࡚ࡗ，主要部品等ࡾྲྀࡀ外ࡢࡶࡓࢀࡉ，損壊箇所ࡀ大ࡁ

いࡢࡶ，広範囲࡛延焼࡚ࡋいࡢࡶࡿ，管理ୖ危険ࢆ伴うࡢࡶ，そࡢＵＳＳࡀ出品車両

，ࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀこࡿ停Ṇすࢆ出品ࡣい࡚ࡘࡢࡶࡓࡋ断ุい࡞ࡃࡋわࡉふ࡚ࡋ

そࡢ際Ⓨ生すࡿ陸送費等ࡘい࡚ＵＳＳࡣ一切負担࡞ࡋいࡢࡶすࠋࡿ

第 3条㸦搬入࣭搬出㸧 

ู途ＵＳＳࡀ定ࡢࡶࡓࡵすࠋࡿ 

第 4条㸦車両検査㸧 

車両検査ࡘい࡚ࡣ原則࡚ࡋ行わ࡞いࡓࡲࠋ，評価点ࡣ無ࡋすࠋࡿ 

第 5条㸦ཷࡢ࣒࣮ࣞࢡ付ෆ容㸧 

1. ู表該当すࡿ場合限ࡾ，代金減額請求及び契約解除ྍࡀ能ࡢࡶ࡞すࡓࡲࠋࡿ，申

告期限࣭損害賠償ࡢ基準ࡘいู࡚ࡶ表ࡾ࠾ࡢすࠋࡿ

2. そࡢู表以外ࡘい࡚ࡣ，ＵＳＳࡀ代金減額請求及び契約解除ࡀ相当࡛あࡿ認ࡓࡵ

ࠋࡢࡶ

3. 機関࣭機構ୖࡢ不具合，欠品ࡘい࡚ࡣ原則ཷ࡚ࡋけ付け࡞いࡢࡶすࠋࡿ

࠙施行ࠚ 

ᖹ成 15 ᖺ 10 ᭶ 1 日ࡽ施行 

ᖹ成 20 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行 

ᖹ成 24 ᖺ 1 ᭶ 1日ࡽ施行 

ᖹ成 2】 ᖺ 】 ᭶ 1日ࡽ施行 

ᖹ成 2】 ᖺ 【 ᭶１日改定  

判SS  ョン事務局ࢩࢡ࣮࢜ࢺ࣮࢜



ู࠙表ࠚ 

 ෆ容࣒࣮ࣞࢡ
契約解除 

ཷ付期限 
ペࢸࣝࢼ 損害賠償ࡢ基準 

移転Ⓩ録書類ࡢ全部ࡣࡓࡲ一部

ࢆョン開催日ࢩࢡ࣮࢜ࡀ引渡ࡢ

含ࡴ  車両ࡓࡋ᭶以ୖ遅延1

出品店ࡀ契約

解除ࡢ通知ࢆ

す࡛ࡲࡿ 

キࣕンセࣝ

ペࢸࣝࢼ

10 万 

 

書 類 遅 延

ペࢸࣝࢼ

落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

盗㞴࣭車ྎࢼン࣮ࣂ改ࢇࡊ等ࡼ

࡞ࡁ࡛ࡀ移転ࡢ所᭷権࡞完全ࡾ

い車両㸦盗㞴車等ࢆ理由࡚ࡋ車

両ࡣࡓࡲ譲渡書類ࡀ裁ุ所ࡢ保

全決定ࠊ刑事事件ࡢ証拠࡚ࡋ差

押押ࡓࢀࡉ場合，出品店へ車両

契ࡋ࡞返還ࡢ譲渡書類ࡣࡓࡲ

約ࢆ解除すࡿこࡿࡁ࡛ࡀ㸧 

無期限 5 万 

 

落札代金㸦落札店ࡢࡽ申告

ࡽョン開催日ࢩࢡ࣮࢜ࡀ 【

Ｕ，ࡣ場合ࡿ超え࡚いࢆ᭶

ＳＳࢩࢡ࣮࢜ࢺ࣮࢜ョン࠾

けྲྀࡿ引価格ࡿࡼ㸧 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

担保設定等ࡾࡼ完全࡞所᭷権

い場合࡛，当該担࡞ࡁ࡛ࡀ移転ࡢ

保等ࢆ申告ࡀあࡓࡗ日ࢆ含1ࡴ

᭶以ෆ出品店ࡀそࢆࢀ抹消࡛

 い車両࡞ࡁ

開催日ࢆ含ࡴ

 ᭶以ෆ】

 

キࣕンセࣝ

ペࢸࣝࢼ

5万 

 

遅延ペࣝࢼ

 ࢸ

落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

ࣜサࣝࢡ法࠾けࡿ引ྲྀࡾ報

告，交通違等ࡾࡼ所᭷権ࡢ移

転ࡣࡓࡲ車検ྲྀࡢ得࡞ࡁ࡛ࡀい

場合࡛，出品店ࡀ申告ࡢあࡓࡗ日

ࡀ治癒ࡢ瑕疵᭶以ෆ1ࡴ含ࢆ

 い車両࡞ࡁ࡛

落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

接合車 開催日ࢆ含ࡴ

 ᭶以ෆ1

5 万 落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

࣭࣓࣮タ࣮改ࢇࡊ車両 

࣭純ṇ࣓࣮タ࣮交換ࡾࡼ走行距

㞳ࡀ変わࡿ車両 

࣭桁数ࡢ不足࣮࣓ࡾࡼタ࣮１ࡀ

周以ୖࡋ走行距㞳ࡀ変わࡿ車両 

開催日ࢆ含ࡴ

【 ，᭶以ෆ

整備手ࡋࡔࡓ

帳等ุࡽ明

すࡿ場合ࡣ整

備手帳ཷ領日

ࡴ含ࢆ 1 ᭶

以ෆ 

5 万 落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 



規格外࣓࣮

タ࣮交換

ࡿい࡚ࢀࡉ

車両 

走行距㞳ࡀ変わࡿ 開催日ࢆ含ࡴ

 ᭶以ෆ1

5 万 落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

走行距㞳ࡀ変わࡽ

 い࡞

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

社外࣓࣮タ

付ࡾྲྀࡀ࣮

け࡚ࢀࡽい

 車両ࡿ

走行距㞳ࡀ変わ2 ࡿ 万 5 千 落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 走行距㞳ࡀ変わࡽ

 い࡞

 ࡋ࡞

ࡼキࣕビン交換ࡢ等ࢡࢵࣛࢺ

 車両ࡿ変わࡀ走行距㞳ࡾ

2 万 5 千 落札代金 

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

࣭࣓࣮タ࣮交換申告ࡢ相違 

࣭走行不明申告ࡢ相違 

譲渡書類 

到着日ࢆ含ࡴ

 ᭶以ෆ1

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

࣭型式，排気量ࡢ相違 

࣭初度Ⓩ録ᖺࡢ相違 

 相違ࡢࢻ࣮ࣞࢢ࣭

࣭準ࢻ࣮ࣞࢢ㸦限定車，記念車，

 相違ࡢ等㸧ࢪ࣮ࢣࢵࣃ

࣭並行輸入車ࡢ申告漏ࢀ 

࣭Ⓩ録遅ࢀ車㸦輸入車ࡣ除ࡃ㸧 

࣭実存࡞ࡋいᖺ式 

࣭乗車定員ࡢ申告相違 

࣭積載量ࡢ申告相違 

譲渡書類 

到着日ࢆ含ࡴ

5日以ෆ 

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

新車整備手帳ࡢ欠品㸦࣓࣮࣮࢝

ࡢࡶࡿい࡚ࡂ過ࢆ保証期間ࡿࡼ

 㸧ࡃ除ࡣ

譲渡書類 

到着日ࢆ含ࡴ

5日以ෆ 

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

位置，駆動方ࣝࢻンࣁ，ࢺࣇࢩ࣭

式等ࡢ様ࡢ相違 

࣭車名ࡢ相違 

࣭後期ࣔࣝࢹ申告ࡢ相違 

࣭輸入車用ᖺ式申告ࡢ相違㸦ࣔࢹ

ࣝᖺ式ࢆあࡽわ࡞ࡉい࣓࣮࣮࢝

い࡞妥当࡛ࡀＵＳＳ，ࡣい࡚ࡘ

 㸧ࡢࡶࡓࡵࡳ

࣭軽自動車ࡢ普通車再Ⓩ録ࡢ申告

漏ࢀ 

開催日ࢆ含ࡴ

5日以ෆ 

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 



 改造㸦乗せ替え㸧ࡢࢺࣇࢩ࣭

࣭エンࢪン規格外 

࣭エンࢪン型式ࡢ打刻欠損 

開催日ࢆ含ࡴ

 ᭶以ෆ1

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

車歴ࡢ相違㸦ワンࢆ࣮ࢼ࣮࢜含

ࡢ形状࣮ࣂ࣮࢜ࣈキࣕࡋࡔࡓࠊࡴ

び乗車定員ࡼ࠾ࢡࢵࣛࢺ 11 人以

事業用࣭ࣞンタࡿけ࠾ࢫࣂࡢୖ

 㸧ࡃ除ࡣࢀ申告漏ࡢ࣮࢝

譲渡書類到着

日ࢆ含ࡴ 10

日以ෆ，ࡔࡓ

整備手帳等ࡋ

ࡿ明すุࡽ

場合ࡣ整備手

帳ཷ領日ࢆ含

ࡴ 5日以ෆ 

 落札代金 ࡋ࡞

落札店ࡢ࡛ࡲ往復陸送代 

落札手数料相当額 

※加修費ࡘい࡚ࡣ，原則࡚ࡋ中古部品ࢆ元算出すࡋࡢࡶࡿ，ୖ限ࢆ落札車両代金࡛ࡲ

すࡓࡲࠋࡿ，流用ྍࡀ能࡛あࡿＵＳＳࡀ認ࡓࡵ部品㸦ＡＷ，エࢶ࣮ࣃࣟ等㸧ࡘい࡚ࡣ，

加修費ࡽ除ࡢࡶࡃすࠋࡿ 

 



ＵＳＳ静岡 特殊コ䞊ナ䞊規程 

 

第䠍条䠄参加規則䠅 

特殊コ䞊ナ䞊の䜸䞊クション䛻䛴い䛶䛿ᮏ規程䛷特別䛺定䜑を䛧䛯䜒のを除䛝原則䛸䛧䛶ＵＳＳ䜸䞊クシ

ョン規則䛻準䛪䜛䜒の䛸䛩䜛䚹䛯䛰䛧䚸出品条件等䛻䛴い䛶䛿別途規則を䜒䛳䛶定䜑䜛䜒の䛸䛩䜛䚹 

 

第䠎条䠄出品の条件䠅※構内フ䜷䞊ク䝸フト䛻䛶移動ྍ能䛺物品䛻限䜛 

䠍䚸 出品䛻䛴い䛶䛿䚸下記の基準䛻適合䛧䛯䜒の䛷䛺け䜜ば䛺䜙䛺い䚹䛯䛰䛧䚸ＵＳＳ䛜出品を認䜑䛯車

輌等䛻䛴い䛶䛿この限䜚䛷䛿䛺い䚹 

䐟 運輸支局䜎䛯䛿軽自動車検査協会䛻䜘䜛車検証䛜交付さ䜜䛶い䜛䜒の 

䐠 市町村Ⓩ録䛻䛚け䜛標識交付証明書䜎䛯䛿廃車申告証明書䛜交付さ䜜䛶い䜛䜒の 

䐡 構内作業等䛻䜘䜚Ⓩ録書類のⓎ生䛜䛺い䜒の䚸䜎䛯䚸Ⓩ録制度の䛺い車両䞉機械等䛻䛴い䛶䛿

Ⓩ録書類のⓎ生䛜䛺い䛜䚸車ྎナンバ䞊䚸シ䝸䜰䝹ナンバ䞊等の打刻䛚䜘びその位置䛜明確

䛷あ䜛䜒の䚸䜎䛯䛿䝯䞊䜹䞊の製造番号等明確䛺䜒の 

䐢 ＵＳＳ構内のフ䜷䞊ク䝸フト䛻䛶積䜏下䜝䛧䛜ྍ能䚸䜎䛯䛿少数の人力䛻䛶移動䛜ྍ能䛺䜒の䚹 

䐣 完全䛺所᭷権の移転䛜ྍ能䛺䜒の 

䐤 その他ＵＳＳ䜸䞊ト䜸䞊クション出品䞉落ᮐ規程䛻定䜑䜛条件を充足䛩䜛䜒の 

䠎䚸 前項の条件を満䛯䛧䛶い䜛場合䛷あ䛳䛶䜒䚸ＵＳＳ䛜会場保全等の理由䛛䜙出品を拒䜐こ䛸䛜䛷䛝䜛

䜒の䛸䛩䜛䚹その㝿Ⓨ生䛩䜛搬送費用䛻䛴い䛶ＵＳＳ䛿一切負担䛧䛺い䚹 

 

第䠏条䠄搬入䞉搬出䠅 

䠍䚸 搬入䛿䚸ＵＳＳ䛜別途定䜑䛯時間䜎䛷䛸䛩䜛䚹 

䠎䚸 前条䠍項の䐟号䛻該当䛧䛺い落ᮐ車両等䛻䛴い䛶䛿䚸ＵＳＳ䛻䜘䜛入金確認後の搬出䛸䛩䜛䚹 

䠏䚸 落ᮐ店䛜䚸所定の期限内䛻落ᮐ車両等を搬出䛧䛺䛛䛳䛯場合䛿強制再出品䛸䛩䜛䚹 

 

第䠐条䠄譲渡書類䠅 

譲渡書類の取扱䛻䛴い䛶䛿䚸原則䛸䛧䛶ＵＳＳ書類規程䛻準䛪䜛䚹䛯䛰䛧䚸第䠎条䠍項䐟䞉䐠号䛻該当䛧

䛺い車両等䛻䛴い䛶䚸出品店䛿ＵＳＳ䛜指定䛧䛯䡞誓約書兼販売証明書䡟をＵＳＳ䛻引渡䛩䜛䜒の䛸䛩䜛䚹

この場合の引渡期限䛚䜘び書類遅延ペナ䝹テ䜱䛻䛴い䛶䜒䚸書類規程䛻定䜑䜛䛸こ䜝䛻䜘䜛䚹 

 

 

第䠑条䠄代金決済䠅 

ＵＳＳ䛿䚸䜸䞊ト䜸䞊クション規則䛻定䜑䜛䛸こ䜝䛻従い䚸出品店䛻対䛧䛶落ᮐ代金を支払う䚹 

䛯䛰䛧䚸第䠎条䠍項の䐟号䛻該当䛧䛺い出品車両等䛻䛴い䛶䚸出品店䛻対䛩䜛成約車両代金等の支払

い䛿䚸落ᮐ店䜘䜚ＵＳＳへ落ᮐ車両代金等の支払い䛜完了䛧䛯翌営業日䛻行う䜒の䛸䛩䜛䚹 

 

第䠒条䠄検査規程䠅 



出品対象の検査䛻䛴い䛶䛿䚸原則䛸䛧䛶ＵＳＳ検査規程䛻準䛪䜛䚹䛯䛰䛧䚸評価点䛿全䛶Ｘ点䛸䛩䜛䚹 

 

第䠓条䠄ク䝺䞊䝮規程䠅 

䠍䚸 ク䝺䞊䝮の処理䛻䛴い䛶䛿䚸原則䛸䛧䛶ＵＳＳク䝺䞊䝮規程䛻準䛪䜛䚹䛯䛰䛧代金減額請求䛜䛷䛝䜛䜒

の䛿䚸主要箇所䛚䜘びセ䞊䝹スポ䜲ント等の記載箇所の䜏䛸䛧䚸内外装の損傷䠄色違い等含䜐䠅䛚䜘

び付属部品や車載工具等の不足䛻䛴い䛶䛿䚸認䜑䛺い䜒の䛸䛩䜛䚹 

䠎䚸 下記の項目䛻䛴い䛶䛿䚸重大ク䝺䞊䝮䜘䜚除外䛩䜛䜒の䛸䛩䜛䚹 

䐟 災害車 

䐠 修復歴車 

䐡 スポット溶接部品交換 

䐢 車歴の相違 

䠏䚸 前項い䛪䜜の場合䛷䜒䚸代金減額請求䛚䜘び契約解除䛜相当䛷あ䜛䛸ＵＳＳ䛜認䜑䛯場合䛻䛿この

限䜚䛷䛿䛺い䚹 

 

第䠔条䠄免責䠅 

会場へ搬入後の保管䛻䛴い䛶䛿屋外䛷の保管䛸䛩䜛䚹䛺䛚䚸天候䛻䜘䜚生䛨䛯故㞀䛚䜘び損害䛻䛴い

䛶䚸ＵＳＳ䛿一切の責任を負わ䛺い䜒の䛸䛩䜛䚹 

 

ＵＳＳ静岡 事務局 

ᖹ成䠎䠕ᖺ䠕᭶ 



ＵＳＳ静岡会場 ロープライスコーナー規程 

 

第 1条（オークション規則の準用） 

本規程に定めなき事項に関してはＵＳＳオートオークション規則およびその他の諸規程に

よるものとする。 

 

第 2条（出品条件） 

1. 出品が認められるロープライスコーナー車両は、下記の条件を満たすものとする。 

① 自走可能な車両であること。 

② 現状で燃料、オイル、クーラント等の漏れがないこと。 

③ 希望価格（スタート価格）が 10万円を超えないこと。但し、応札価格は 10万円を

超えてもよい。 

2. 出品が認められるロープライスオレンジコーナー車両は、前項各号の条件に追加し、下

記条件を満たすものとする。 

① 事故箇所の損傷が軽微であること。ＵＳＳグループの事故・現状車コーナーに該当

する車両でないこと。 

3. 上記の条件を満たす車両であっても、ＵＳＳが出品車両としてふさわしくないと判断し

たものについては出品を制限することができる。 

4. 会員はＵＳＳによって出品が拒絶されたことを理由として、ＵＳＳに対し陸送費等会員

が出品の準備に要した費用の請求をすることができない。 

 

第 3条（車両検査） 

ロープライスオレンジコーナー出品車については、原則として車両検査は行わない。（評価

点なし） 

第 4条（出品・落札に関するペナルティ） 

出品・落札に関するペナルティについては、別表 1のとおりとする。 

第 5条（書類に関するペナルティ） 

書類に関するペナルティについては、別表 2のとおりとする。 

 

第 6条（クレームの内容） 

1. クレームの内容は、代金減額請求と契約の解除とする。 

2. 別表 3 に該当する場合に限り代金減額請求および契約解除が可能なものとする。また、

契約解除受付期限・ペナルティ・損害賠償の基準についても別表 3のとおりとする。 

3. 別表 3に記載なき場合でも、ＵＳＳが代金減額請求または契約解除が相当であると認め

たものについてはこの限りではない。 
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別表 1 

《出品・落札規程記載のペナルティ》 

 容内 目項

出品・落札規程第 12 条第 1 項 

キャンセルペナルティ支払による解除 

セリにおける買い間違い、売り間違い 

キャンセルペナルティについて、金 5 万円を金 2 万 5 千円とす

る 

出品・落札規程第 12 条第 2 項 

キャンセルペナルティ支払による解除 

商談における買い間違い、売り間違い 

キャンセルペナルティについて金 10 万円を金 5 万円とする 

 

 

別表２ 

《書類規程記載のペナルティ》 

 容内 目項

書類規程第 6 条第 4 項 

譲渡書類の有効期限 
早期名変ペナルティ金 2 万円を金 1 万円とする 

書類規程第 13 条第 2 項 

譲渡書類の遅延ペナルティ 
遅延ペナルティ金 1 万円を金 5 千円とする 

書類規程第 14 条第 1 項 

譲渡書類の遅延および紛失等によるキャン

セル 

キャンセルペナルティ金 10 万円を金 5 万円とし書類規程第 13

条所定の書類遅延ペナルティについては上記とする 

書類規程第 14 条第 2 項 

譲渡書類の遅延および紛失等によるキャン

セル 

キャンセルペナルティ金 15 万円を金 7 万 5 千円とし契約解除

日までの期間の書類遅延ペナルティは上記とする 

書類規程第 18 条第 2 項 

名義変更遅延ペナルティ 
名義変更遅延ペナルティ金 1 万円を金 5 千円とする 

書類規程第 19 条第 4 項 

軽自動車の名義変更保証金および名義変

更遅延ペナルティの特則 

名義変更遅延ペナルティ金 2 万円を金 1 万円とする 

書類規程第 25 条第 2 項 

自動車税未納 
遅延ペナルティ金 1 万円を金 5 千円とする 

書類規程第 27 条第 3 項 

譲渡書類の差替請求 
禁止行為によるペナルティ金 3 万円を金 1 万 5 千円とする 

書類規程第 27 条第 4 項 

譲渡書類の差替請求 
差替ペナルティ金 2 万円を金１万円とする 

書類規程第 30 条第 1 項 

譲渡書類の再交付ペナルティ 

1 点に対する書類再交付ペナルティ金 3 万円を金 1 万 5 千円

とし、上限金 10 万円を金 5 万円とする 
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書類規程第 31 条第 1 項 

軽自動車の譲渡書類再交付ペナルティの 

特則 

1 点に対する書類再交付ペナルティ金 3 万円を金 1 万 5 千円

とし、上限金 10 万円を金 5 万円とする 

書類規程第 33 条第 2 項 

自動車リサイクル法における引取り報告等 
遅延ペナルティ金 1 万円を金 5 千円とする 

書類規程第 34 条第 2 項 

交通違反等による車検拒否について 
遅延ペナルティ金 1 万円を金 5 千円とする 

書類規程第 35 条 

交通違反等 
違反ペナルティ金 3 万円とする 

 

 

別表３ 

《落札店から代金減額請求および契約解除可能なクレーム》 

クレーム内容 
契約解除 

受付期限 
ペナルティ 損害賠償の基準 

移転登録書類の全部または一部の

引渡がオークション開催日を含む1か

月以上遅延した車両 

出品店が契約

解除の通知を

するまで 

キャンセル 

ペナルティ

5 万円 

＋ 

別表 2 記載

の書類遅延  

ペナルティ

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

盗難・車台ナンバー改ざん等により完

全な所有権の移転ができない車両

（盗難車等を理由として車両または譲

渡書類が裁判所の保全決定、刑事事

件の証拠として差押押収された場

合、出品店へ車両または譲渡書類の

返還なしに契約を解除することができ

る） 

無期限 5 万円 

落札車両代金（落札店からの申告

がオークション開催日を含む6か月

を超えている場合は、ＵＳＳオート

オークションにおける相場価格による）

加修費 

担保設定等により完全な所有権の移

転ができない場合で、当該担保等を

申告があった日を含む 1 か月間以内

に出品店がそれを抹消できない車両 
開催日を含む

6 か月以内 

5 万円 

+ 

別表 2 記載

の遅延ペナ

ルティ 

 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

 

リサイクル法における引取り報告、交

通違反等により所有権の移転または

車検の取得ができない場合で、出品

店が申告のあった日を含め 1 か月以

内に瑕疵の治癒ができない車両 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 
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接合車

 

開催日を含む
6 か月以内 

なし 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

・メーター改ざん車両 

・純正メーター交換により走行距離が

変わる車両 

・桁数の不足によりメーターが 1 周以

上し走行距離が変わる車両 

開催日を含む 6

か月以内、ただ

し整備手帳等

から判明する場

合は整備手帳

受領日を含む 1

か月以内 

5 万円 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

実費（転売後も含む。ただし販売
利益は含まない）

規格外メーターに交換され走行距離

が変わる車両 

開催日を含む

1 か月以内 
2 万 5 千円

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

実費（転売後も含む。ただし販売
利益は含まない）

社外メーターが取り付けられ走行距

離が変わる車両 
落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 
トラック等のキャビン交換により走行距

離が変わる車両 

・メーター交換申告の相違 

・走行不明申告の相違 

譲渡書類 

到着日を含む

1 か月以内 

なし 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

・型式、排気量の相違 

・初度登録年の相違 

・グレードの相違 

・準グレード（限定車、記念車、パッケ

ージ等）の相違 

・並行輸入車の申告漏れ 

・登録遅れ車（輸入車は除く） 

・実存しない年式 

・乗車定員の申告相違 

・積載量の申告相違 

・新車整備手帳の欠品（メーカーによ

る保証期間を過ぎているものは除く） 

譲渡書類 

到着日を含む

5 日以内 

なし 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

名義変更に掛かる実費 

災害
（冠水歴車、消火剤散布歴車）

車 開催日を含む
  3か月以内
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・エンジンの相違（ターボ無し等） 

・シフト、ＳＲ、ＰＳ、ＰＷ、ナビ、ＴＶ、Ａ

Ｃ、ＷＡＣ、ＡＡＣ、革シート、エアバッ

グ、ＡＢＳ、ハンドル位置、駆動方式

等の仕様の相違 

・車名の相違 

・後期モデル申告の相違 

・輸入車用年式申告の相違（モデル

年式をあらわさないメーカーについて

は、ＵＳＳが妥当でないとみとめたも

の） 

・軽自動車の普通車再登録の申告漏

れ 

・積算計不動（走行不明車およびメー

ター改ざん車は除く） 

開催日を含む

5 日以内 

なし 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

・シフト乗せ替え改造（公認は除く） 

・エンジン規格外 

・エンジン内部の改造 

・エンジン型式の打刻欠損 

開催日を含む

1 か月以内 

車歴の相違（ワンオーナーを含む、た

だしキャブオーバー形状のトラックお

よび乗車定員 11 人以上のバスにお

ける事業用・レンタカーの申告漏れは

除く） 

譲渡書類到着

日を含む１０日

以内、ただし整

備 手 帳 等 か ら

判明する場合

は整備手帳受

領日を含む 5

日以内 

 

ただし、別表３の記載事項相違車両のクレーム内容について、出品店が落札車両代金全額の受け取りを放棄

（車両代金全額の代金減額を希望）した場合、契約の解除は行えないものとする。 

 

※加修費については中古部品を元に算出し、上限を車両代金までとします。また他に流用が可能であるとＵＳ

Ｓが認めた部品（ＡＷ、エアロパーツ等）については、加修費から除きます。 

 

2018年8月1日から施行


	USS事故・現状車コーナー規定
	2
	3
	4

	特殊コーナー規程
	2

	ロープライスコーナー規程
	2
	3
	4
	5




